
一般社団法人岐阜県薬剤師会 入会のご案内 
 

はじめに 
 岐阜県薬剤師会は、１８９０年（明治２３年）６月に任意団体として発足した、歴史のある団

体です。その後、１９４９年（昭和２４年）７月、薬学の進歩発展、公衆衛生の普及向上などを

目的として「社団法人岐阜県薬剤師会」を設立し、２０１２年（平成２４年）４月、「一般社団

法人岐阜県薬剤師会」として新たな活動を始めました。 

 会員は、岐阜県内に居住又は勤務する薬剤師をもって構成されており、薬局、病院、卸、行政、

製薬、大学など幅広く活躍しています。 

 少子・高齢化社会を迎え、医薬品の安全に対する関心は高まり、医薬分業、保健・医療・福祉

や病院・診療所・薬局の切れ目のないサービスの提供が求められるなど、薬剤師の果たす役割へ

の期待も大きくなっております。また、薬学６年制への移行により、薬剤師教育の高度化も期待

されております 

 こうした期待に応えるため、岐阜県薬剤師会では、医薬分業の質的向上、医薬品情報の提供、

薬剤師の資質向上などを目指して活動しております。 

 私たち薬剤師が社会から高い評価を得られるためには、組織力の強化と団結が必要であります。

薬剤師の地位を守り、職能を十分に発揮し、県民の健康保持に寄与するため、私たちと一緒に活

動しませんか。皆様のご入会を心からお待ちしております。 

 

会員数 
 ２,１６８名（平成２４年３月３１日現在） 

 

主な事業 
○薬学及び薬業の進歩発展に関する事業 

○薬学を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業 

○公衆衛生の普及指導に関する事業 

○薬事衛生の向上普及に関する事業 

○地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業 

○災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業 

○薬剤師職能の向上に関する事業 

○日本薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業 

○機関誌及び薬事関係図書刊行に関する事業 

○会員の相互扶助、福祉増進に関する事業 

○その他目的達成に必要な事業 

 

入会後のサービスなど 
〔研修会・講習会〕 

 ○学術関係、調剤報酬関係など、会員に限定して岐阜県薬剤師会が開催するテーマ別の研修会

や講習会に参加できます。 

 ○日本薬剤師会学術大会、東海薬剤師学術大会に参加したり、発表（日本薬剤師会学術大会は、

Ａ・Ｂ会員のみ）ができます。 

〔情報の提供〕 

 ○全会員に岐阜県薬剤師会発行の「薬友ぎふ」が、Ａ・Ｂ会員には日本薬剤師会発行の「日本

薬剤師会雑誌」が毎月送られます。 

 ○薬局等の開設者・管理薬剤師である会員には、日本薬剤師会から「日薬ニュース」等がＦＡ

Ｘで送信されます。 

 ○岐阜県薬剤師会ホームページの会員専用ページで医薬品等に関する情報を見ることができ

ます。 

 ○岐阜県薬剤師会の「ぎふ薬事情報センター（ＤＩ）」で医薬品等に関するご質問をお受けし

ます。また、ＤＩ所蔵の書籍、雑誌等の閲覧ができます。 

 ○各種ビデオの貸し出し、パンフレット等の提供を受けることができます。 



〔基準薬局等の認定〕 

 ○日本薬剤師会制定の「基準薬局」の認定を申請することができます。 

 ○岐阜県薬剤師会制定の「薬食同源サロン」「健康・介護まちかど相談薬局」「保険薬局アドバ

イザー」などの認定を受けることができます。 

〔用紙の購入・書籍の斡旋〕 

 ○薬局で使用するお薬手帳・用紙・帳票類や斡旋図書が会員価格で購入できます。 

〔三岐薬剤師国民健康保険組合への加入〕 

 ○薬局や医薬品販売業を経営する方と家族・従業員の方が加入できます。加入は薬剤師会員で

あることが条件になります。 

〔薬剤師賠償責任保険・年金・融資（Ａ・Ｂ会員のみ）〕 

 ○調剤過誤等に対応する「薬剤師賠償責任保険」（日本薬剤師会制定）に加入できます。 

 ○日本薬剤師会薬剤師年金（個人年金）、薬剤師国民年金基金（公的年金）への加入や薬局ロ

ーンの申込ができます。 

〔がん保険の団体割引〕 

 ○アフラックのがん保険を団体扱いにすることができ、保険料が安くなります。 

 

入会手続き 
岐阜県薬剤師会に正会員として入会するためには、地域薬剤師会（１６地域）又は職域薬剤師

会（卸、県行政、病診、大学）のいずれかに加入しなければなりません。入会手続きは、地域薬

剤師会又は職域薬剤師会で行ってください。 

賛助会員として入会する方は、直接、岐阜県薬剤師会事務局へお申し出ください。 

 

会員区分 

Ａ 会 員 薬局を開設する薬剤師 

医薬品店舗販売業、医薬品製造業又は医薬品卸売販売業を営む薬剤師 

薬局、医薬品店舗販売業、医薬品製造業又は医薬品卸売販売業の管理薬剤師 

（自動的に日本薬剤師会の会員になります。） 

Ｂ 会 員 上記以外の薬剤師で日本薬剤師会に加入する方 

Ｃ 会 員 Ａ会員以外の薬剤師で日本薬剤師会に加入しない方 

賛助会員 正会員資格のない方で、岐阜県薬剤師会の目的及び事業に賛助する個人又は団

体 

 

入会金及び会費 
〔入会金〕 

Ａ 会 員 １００,０００円 

Ｂ 会 員   ５,０００円 

Ｃ 会 員   ５,０００円 

〔会費（年額）〕 

区     分 Ａ 会 員 Ｂ 会 員 Ｃ 会 員 賛 助 会 員 

日本薬剤師会会費 １８,０００円  ９,０００円 － － 

岐阜県薬剤師会会費 ２５,５００円 １０,０００円  ６,５００円 ２５,０００円

合    計 ４３,５００円 １９,０００円  ６,５００円 ２５,０００円

 この他に、地域・職域薬剤師会では、独自の活動を行うために独自の入会金及び会費を徴収し

ておりますが、その額はそれぞれの会により異なっております。 

 

問

合

せ

先

一般社団法人岐阜県薬剤師会 

〒500-8146 岐阜市九重町 4-5 

TEL：058-260-8800   FAX：058-240-0500 

E-mail：jimu@gifuyaku.or.jp 

 


